
地域ふれあい保証
　地域ふれあい保証は、商工会・商工会議所との提携保証商品です。小口零細企業保証と同様、『責任共有制度』の対象外

商品で、商工会・商工会議所からの推薦を受けた一定の要件を満たす小規模事業者への安定的かつスピーディな資金供給を

目的としています。小規模事業者の方々にもご利用いただきやすい商品となっておりますので、ぜひご利用ください。

対象となる方 兵庫県内に事業所を有し、次の要件①～④に該当し、法人の場合は⑤および⑥、個人の場合は⑦および

⑧に該当する小規模事業者等

①保証対象業種を営み、許認可等を必要とする業種は当該許認可等を取得していること

②常時使用する従業員数が20人（商業・サービス業は5人）以下であること

③１年以上同一事業を営み今後も当該事業を継続する先で、１回以上税務申告を行っていること

④商工会または商工会議所から経営指導を受け、推薦を受けていること

（法人の場合）
⑤保証申込直前期の決算において、経常利益を計上していること

⑥保証申込直前期の決算において、債務超過でないこと

（個人の場合）
⑦保証申込直前期の決算において、所得金額（申告控除・専従者給与控除前）を計上していること

⑧申告の種類は青色・白色を問わず、確定申告書に添付の青色申告決算書または収支内訳書（白色申告

の場合）で売上金額が把握できること

資金使途 運転資金および設備資金

保証期間 ７年以内（うち据置期間６カ月以内）

返済方法 原則として、元金均等分割返済

貸付利率 金融機関所定利率

担保 不要

連帯保証人 原則として、法人の代表者を除き不要

保証限度額 1,250万円以内

注1）既存の保証協会保証付残高との合計で1,250万円以内とします。

注2）保証申込直前期の決算における平均月商3カ月分の範囲内とします。

その他 申込に際しては、兵庫県内の商工会または商工会議所が発行する『推薦書』の添付が必要です。

保証料率 経営状況に応じて決定（下表参照） 

※会計処理に関する割引制度の適用が可能です。

BSあり

BSなし

責任共有外
保証料率

制　度 区分

無担保保証

経営安定関連保証

特別小口保証

責任共有外保証料率

責任共有外保証料率

①

2.10％

②

1.90％

③

1.70％

④

1.50％

⑤

1.25％

1.25％

0.80％（有担保割引なし）

0.90％

⑥

1.00％

⑦

0.80％

⑧

0.60％

⑨

0.40％


